
火災から生命と財産を守る５つの約束！

Ｑ 

火
災
警
報
器
は
ど
こ
で
買
え
る
の
で
す
か
？

ＮＳ
日本消防 検定協会

NS マーク
感度やブザーの音量など

が基準に適合したことを

証明するものです。

Ａ
住
宅
用
火
災
警
報
器
は
、
商
品
の
説
明
書
に
従
え
ば

個
人
で
も
容
易
に
取
り
付
け
る
こ
と
は
可
能
な
た
め
、

お
近
く
の
電
気
器
具
販
売
店
や
ホ
ー
ム
セ
ン

タ
ー
な
ど
、取
り
扱
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
購
入
で
き
ま
す
。
ま
た
、

消
防
用
設
備
取
扱
店
や
各
火
災
警
報
器
メ
ー
カ
ー

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
も
購
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

販
売
店
に
よ
っ
て
は
、
取
り
付
け
（
有
料
）
サ
ー
ビ
ス
も
あ
り

ま
す
の
で
、
購
入
時
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

住
宅
用
火
災
警
報
器
の
価
格
は
、
商
品
の
機
能
や
電
池
の
寿
命

に
よ
り
様
々
で
す
が
お
お
む
ね
１
個
あ
た
り
４
０
０
０
円
か
ら

９
０
０
０
円
く
ら
い
で
す
。

　

購
入
の
際
は
、
Ｎ
Ｓ
マ
ー
ク
（
日
本
消
防
検
定
協
会
の
鑑

定
合
格
証
）
が
付
い
て
い
る
も
の
を
選
び
ま
し
ょ
う
。

桂川町女性防火クラブ
こんにちは！

です。

　今回、桂川町女性防火クラブでは「福岡県女性防火クラブ連絡協議会」が火災警報器メーカーと交

渉し、共同購入をすることで通常よりも安い価格で火災警報器の販売、あっせんをしています。

　警報器の種類は、天井または壁設置用で、３段階のスイーブ音（ピィ～♪ピィ～♪ピィ～♪と約

14 分間発報）で火災を知らせる電池式（電池寿命 約 10 年）のタイプです。

　購入申し込み、お問い合わせ等はお気軽に下記までどうぞ。

【お問い合わせ先】桂川町女性防火クラブ（桂川町住民センター内）　☎ 65 － 2007

　桂川町女性防火クラブは、家庭からの火災

予防を第一に、防火・防災に関する知識の習

得や、防火意識の高揚を図ることを目的に、

明るく安全な地域や家庭を築くため、桂川町

婦人会が主となって、平成 19 年 5 月に結成

されました。

火災警報器設置義務化
等に関する問い合わせ

桂川消防署　☎ 65 － 0321
飯塚地区消防本部予防課　☎ 22 － 7607

❹ローソク・灯明をつけたら、消すまではそばを離れない！
❺燃えやすい物を家の周りに出したままにしない！

悪
質
な
訪
問
販
売
に
ご
注
意
を
!!

　
「
火
災
警
報
器
の
件
で
消
防
署
か
ら
委
託
さ
れ
て
来
ま
し

た
。」
な
ど
と
言
っ
て
強
引
に
、
法
外
な
値
段
で
住
宅
用
火
災

警
報
器
を
売
り
つ
け
た
り
す
る
悪
質
な
訪
問
販
売
業
者
が
い
ま

す
。

　

万
一
、
こ
の
様
な
悪
質
な
訪
問
販
売
に
あ
っ
た
場
合
は
飯
塚

市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
（
☎
２
２
・
０
８
５
７
）
に
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

《
寄
せ
ら
れ
た
情
報
か
ら
み
る
手
口
》

役
場
、
消
防
署
、
県
知
事
な
ど
公
的
な
機
関
や
人
物
か

ら
委
託
さ
れ
て
来
た
と
騙
る
ケ
ー
ス
。

※
役
所
や
消
防
署
が
販
売
し
た
り
、
取
り
付
け
を
委
託
す

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
格
安
で
取
り
付
け
も
し
ま
す
。」
と
言
っ
て
粗
悪
な
火

災
警
報
器
を
売
り
つ
け
る
ケ
ー
ス
。
ま
た
、「
こ
の
部
屋

に
も
、
こ
こ
に
も
必
要
で
す
よ
。」
と
言
っ
て
寝
室
や
決

め
ら
れ
た
場
所
以
外
に
も
多
く
の
火
災
警
報
器
を
設
置

し
て
多
額
の
請
求
を
行
う
ケ
ー
ス
。

※
Ｎ
Ｓ
マ
ー
ク
が
付
い
て
い
な
か
っ
た
り
、
粗
悪
な
も
の
は
、

万
一
の
際
に
正
常
に
作
動
し
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
火
災
警
報
器
の
基
本
的
な
設
置
場
所
は
寝
室
で
す
。

（
条
件
に
よ
り
階
段
や
廊
下
に
必
要
な
場
合
有
）

「
法
律
で
義
務
付
け
ら
れ
た
の
で
、
取
り
付
け
て
な
け
れ

ば
罰
金
を
取
ら
れ
る
。」
と
言
っ
て
購
入
を
迫
る
ケ
ー
ス
。

※
法
律
で
設
置
が
義
務
付
け
ら
れ
ま
す
が
、
罰
則
は
あ
り

ま
せ
ん
。


